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表紙*一体型アクセス通知用*

証券コード：6246

第 9 2 期 　 定 時 株 主 総 会

招集ご通知

株主総会にご出席いただけない場合

インターネットまたは書面（郵送）により議決権を　
行使くださいますようお願い申し上げます。
議決権行使期限
2026年６月24日（水曜日）午後５時35分まで

開催日時
2026年６月25日（木曜日）午前10時

開催場所
大阪市中央区北久宝寺町三丁目５番12号
御堂筋本町アーバンビル11階
一般社団法人鐵鋼會館 5・6号会議室

決議事項
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除　

く。）５名選任の件
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選

任の件
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び

社外取締役を除く。）に対する業績連
動型株式報酬制度継続及び株式報酬上
限額改定の件
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株主総会参考書類………………………………… ５

事業報告…………………………………………… 14

計算書類…………………………………………… 31

監査報告…………………………………………… 40

株主総会資料の電子提供制度が導入されております
が、本総会は従来どおりの書面でお届けいたしまし
た。次回以降の株主総会資料につきましては、書面交
付請求をされていない株主様には、ウェブサイト上で
の閲覧をお願いする場合もございますので、従来どお
り書面でのお受け取りをご希望される株主様は、お早
めに当社株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行またはお取
引の証券会社等で書面交付請求のお手続きをお願いい
たします。
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株主各位

(証券コード6246)
2026年６月5日

(電子提供措置の開始日　2026年５月29日)
株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町二丁目５番28号

取締役社長 飯 田  陽 弘

当社ウェブサイト
　https://www.technosmart.co.jp/cat_ir/notification/
（上記の当社ウェブサイトにアクセスして、「第92期定時株主総会 招集通知」の

右の「 PDF 」からご確認ください。）

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスして、銘柄名（会社名）に
「テクノスマート」または証券コードに「6246」を入力・検索し、
「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招

集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

第92期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第92期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト等に「第92期定時株
主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイト等にアクセスのう
え、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使
することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、2026年６
月24日（水曜日）午後５時35分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げま
す。

敬　具

－ 1 －
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株主各位

1. 日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市中央区北久宝寺町三丁目５番12号

御堂筋本町アーバンビル11階
一般社団法人鐵鋼會館 5・6号会議室
　(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

3. 目的事項
報 告 事 項 第92期 ( 2025年４月 1 日から ) 事業報告及び計算書類報告の件2026年３月31日まで

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績

連動型株式報酬制度継続及び株式報酬上限額改定の件
４. 招集にあたっての決定事項

（１）インターネットによる方法と書面（郵送）と重複して議決権を行使された場合は、イ
ンターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、インターネットに
よる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとい
たします。

（２）ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合
は、賛の表示があったものとして取り扱います。

     

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知と合わせてお送りをする議決権行使書用紙を会
場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに修
正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席される場合

本招集ご通知と合わせてお送りをする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時
　 2026年６月25日（木曜日）午前10時

インターネットで議決権を行使される場合
パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセス
し、本招集ご通知と合わせてお送りをする議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び
「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
スマートフォン等での議決権行使はQRコードを読み取る方法をご利用ください。議決権行使　　
コード及びパスワードを入力することなく議決権行使サイトにアクセスすることができます。
※但し、インターネットによる議決権行使は、毎日午前２時30分から午前４時30分まで取扱い
を休止しております。

行使期限
　 2026年６月24日（水曜日）午後５時35分入力完了分まで

書面（郵送）で議決権を行使される場合
本招集ご通知と合わせてお送りをする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、　
切手を貼らずにご投函ください。

行使期限
　 2026年６月24日（水曜日）午後５時35分到着分まで

議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

※ インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効
として取り扱わせていただきます。

※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
※ 当社は、書面（郵送）よりもインターネットで議決権を行使されることをお勧めいたします。書面（郵送）で議決権を行使

される場合には、郵便事情等により、議決権行使書が期限内に到達しない可能性があります。十分に余裕をもってご返送く
ださい。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/
　

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
インターネット等による議決権行使のご利用上の注意点

システム等に関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部(ヘルプデスク)

 0120-173-027(通話料無料) 受付時間：午前９時から午後９時まで

❶ 議決権行使ウェブサイト
　 （https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセス

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使書用紙に
記載のQRコードを読み取る

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

❷ ‌�議決権行使書用紙に記載の「ログインID・仮パス
ワード」を入力し、「ログイン」をクリック

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」を
クリック

　● 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株
主様のご負担となります。

　● インターネットのご利用環境によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合がございます。
　● インターネット等と郵送により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有
効とさせていただきます。

　● インターネット等により複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

※「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。
　

インターネットによる議決権行使について

－ 4 －
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剰余金処分議案

期末配当に関する事項
　❶ 配当財産の種類 金銭

　❷ 株主に対する配当財産の割当てに
関する事項及びその総額 総額 527,392,530円

当社普通株式１株につき金46円
（普通配当44円、特別配当2円）

これにより、中間配当金を含めました当期の年
間配当金は、１株につき金90円となります。

　❸ 剰余金の配当が効力を生じる日 2026年６月26日

（ご参考）資本政策の基本的な方針
　当社は、資本政策の動向が株主の皆様の利
益に重要な影響を与えることを踏まえ、
2023年３月に公表した第３次経営計画以
降、株主還元の主要指標としてDOE（自己
資本配当率）を採用しております。
　これは、業績変動に左右されにくい安定的
な配当の実現を目的としたものであり、
2026年５月に公表した第４次中期経営計画
においても、DOE ５％以上を目標としてお
ります。

第88期 第89期 第90期 第91期 第92期
（当期）

46

44

35

74
79

86 90

 DOE 2.5 5.1 5.1 5.2 5.1
 配当性向 37.2 56.6 53.8 42.0 57.6

期末配当
（第１号議案）

中間配当

（円）

（％）
（％）

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、株主の皆様に対する継続的な配当を基本と考え、当期の業績、今後の経営環境及
び事業展開のための内部留保等を総合的に勘案のうえ、当期の期末配当につきましては、普
通配当44円に特別配当として2円を加え、金46円といたしたいと存じます。

－ 5 －
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取締役5名（監査等委員である取締役は除く）選任議案

候補者
番　号

氏 名
（生年月日） 略歴・地位・担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の

株 式 の 数

1

いい

飯
 

　
だ

田
 

　
はる

陽
 

　
ひろ

弘
(1964年10月28日生)

    1988年    4 月 当社入社
    2010年    4 月 当社技術本部企画設計部次長
    2012年    4 月 当社技術本部企画設計部部長代理
    2013年    4 月 当社技術部企画設計グループ部長
    2015年    4 月 当社理事技術部企画設計グループ

兼研究開発グループ部長
    2015年    6 月 当社取締役技術部統括副部長兼情報システム部部長
    2016年    6 月 当社取締役営業部統括部長兼東京支店長

兼技術部企画設計グループ長
    2019年    4 月 当社常務取締役技術部統括兼製造部統括

兼資材部統括
    2021年    4 月 当社常務取締役技術・製造・資材統括

兼滋賀事業所長
    2021年    6 月 当社常務取締役技術・製造・資材・管理統括
    2022年    6 月 当社常務取締役滋賀事業所長兼資材・管理統括
    2024年    4 月 当社代表取締役社長

現在に至る

　9,400株

選任理由
当社の機械設計・営業・製造・管理各部門での経験と実績があり、会社全体を見据えた経営的見識を有し、強い指導力を
もって経営全般について指揮・監督しており、引き続き取締役候補者といたしました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
　本総会の終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く｡）５名全員が任期
満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く｡）５名の選任を
お願いいたしたいと存じます｡
　なお、本議案につきまして、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会と
監査等委員会において検討がなされましたが、各候補者の当事業年度における業務執行の状
況、実績、経験等を踏まえ、各候補者は当社の取締役（監査等委員である取締役を除く｡）
として適任であるとの意見表明を受けております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

－ 6 －
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取締役5名（監査等委員である取締役は除く）選任議案

候補者
番　号

氏 名
（生年月日） 略歴・地位・担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の

株 式 の 数

2

にし

西
 

　
みや

宮
 

　
よし

良
 

　
き

材
(1964年12月28日生)

    1988年    4 月 日立マクセル株式会社
（現 マクセル株式会社）入社

    2006年    5 月 同社京都工場製造部主任技師
    2017年    11月 当社入社
    2018年    4 月 当社製造部製造グループ グループマネージャー
    2021年    4 月 当社理事製造統括部統括副部長
    2022年    6 月 当社取締役製造統括部長
    2024年    4 月 当社常務取締役滋賀事業所長兼製造・資材統括

現在に至る

　3,300株

選任理由
前職では長年に亘る二次電池関係の量産設備の立ち上げや品質改善、海外での工場立ち上げ等の業務経験を有し、当社入
社後もそれらの知識・経験を活かし、製造部門における業務の効率化や安全性確保の推進と業務改善等に貢献しており、
また管理能力にも優れていることから、当社の取締役として経営の重要事項の意思決定を適切に下すことができる人物で
あると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

3

しも

下
 

　
むら

村
 

　
とし

壽
 

　
かず

一
(1971年８月13日生)

    1994年    4 月 当社入社
    2011年    4 月 当社機械技術部第一課次長
    2013年    4 月 当社技術部機械技術第一グループ部長代理
    2015年    4 月 当社技術部機械技術第一グループ部長
    2015年    10月 当社技術部機械技術第一グループ

グループマネージャー
    2017年    5 月 当社理事技術部機械技術第一グループ

グループマネージャー
    2017年    6 月 当社取締役技術部統括部長兼情報システム部部長
    2021年    4 月 当社取締役技術統括部長

現在に至る

　4,300株

選任理由
当社の機械設計部門において豊富な経験・実績があり、当社の機械技術に精通しており、経営に関する見識を有している
ことから、当社の取締役として経営の重要事項の意思決定を適切に下すことができる人物であると判断し、引き続き取締
役候補者といたしました。

－ 7 －
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取締役5名（監査等委員である取締役は除く）選任議案

候補者
番　号

氏 名
（生年月日） 略歴・地位・担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の

株 式 の 数

4

たか

髙
 

　
はし

橋
 

　
 

　
かなめ

要
(1962年５月18日生)

    1985年    4 月 株式会社マネジメントサービスセンター入社
    1992年    5 月 池上会計事務所入所
    1997年    5 月 テクノブーケ株式会社

（現 トランス・コスモス株式会社）入社
    2001年    5 月 株式会社ナチュラム入社
    2007年    4 月 同社取締役管理本部長兼経理・財務部長
    2013年    4 月 同社取締役退任
    2014年    2 月 当社入社
    2014年    10月 当社管理部経理グループ次長
    2018年    4 月 当社監査室室長
    2021年    4 月 当社管理統括部統括副部長
    2022年    4 月 当社理事管理統括部統括副部長
    2024年    4 月 当社執行役員管理統括部統括部長
    2024年    6 月 当社取締役管理統括部長

現在に至る

　2,000株

選任理由
経理部門において前職までの幅広い知識と経験を活かし堅実に業務を遂行し、監査室では当社のコーポレート・ガバナン
スを保持し、現在は管理部門を束ねて当社の社業発展に貢献しており、また前職においても取締役の経験があることから
当社の取締役として経営の重要事項の意思決定を適切に下すことができる人物であると判断し、引き続き取締役候補者と
いたしました。

5

み

三
 

　
さわ

沢
 

　
こう

浩
 

　
じ

司
(1972年10月23日生)

    1996年    4 月 当社入社
    2015年    4 月 当社営業部本社営業グループ次長
    2017年    4 月 当社営業部本社営業グループ

チーフグループマネージャー
    2020年    4 月 当社営業部本社営業グループグループマネージャー
    2023年    4 月 当社理事営業統括部本社営業部部長
    2024年    4 月 当社執行役員営業統括部統括副部長
    2024年    6 月 当社取締役営業統括部長兼東京支店長

現在に至る

　3,100株

選任理由
当社の営業部門において主要な顧客を担当して販売実績を積み重ね、当社の業績向上に顕著に貢献し、また関連部署との
連携を図りつつ優れた管理能力で営業部門を牽引しており、当社の取締役として経営の重要事項の意思決定を適切に下す
ことができる人物であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

（注）１. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
　　　２. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役

がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契
約により填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事項
があります。保険料は、全額当社が負担しております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなりま
す。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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取締役5名（監査等委員である取締役は除く）選任議案

氏　　名 属性 企　業　
経　営

財務・　
会　計

法　務
リスク　
管　理

人事・　
労　務

製造・　
技術・　
研　究　
開　発

営　業
グロー 
バ　ル  
経　験

飯田　陽弘 〇 〇 〇 〇 〇
代表取締役社長

西宮　良材 〇 〇 〇 〇
常務取締役

下村　壽一 〇 〇 〇
取締役

髙橋　要 〇 〇 〇 〇 〇
取締役

三沢　浩司 〇 〇 〇 〇
取締役

青木　透 社外　　　
独立

〇 〇取締役
（監査等委員）

岡　健治 社外　　　
独立

〇 〇取締役
（監査等委員）

平松 亜矢子 社外　　　
独立

〇 〇 〇取締役
（監査等委員）

（ご参考）本総会終了後の取締役のスキル・マトリックス
　本総会の第２号議案を原案どおりご承認いただきました場合の取締役のスキル・マトリックス
は以下のとおりとなります。
取締役のスキル・マトリックス

当社は2026年５月に公表した第４次中期経営計画に記載のとおり、事業環境の変化を踏まえ、M&AやDX
を含む成長投資についても検討しております。取締役会では、財務及びリスク管理の観点を重視し、社外
取締役の知見や外部専門家の助言を活用しながら、これらに関する議論・判断を行っております。

－ 9 －
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補欠の監査等委員である取締役選任議案

氏 名
（生　年　月　日） 略歴・地位・担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の

株 式 の 数

なか

仲
 

　
した

下　
 

　
しょう

正
 

　
いち

一
（1968年５月９日生）

    1991年    4 月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
    2005年    10月 AIGエジソン生命株式会社（現 ジブラルタ生命保険

株式会社）入社
    2007年    6 月 株式会社ワントゥワンシナジー設立代表取締役
    2009年    6 月 株式会社神津製作所（現 TMT神津株式会社）取締役
    2015年    4 月 同社代表取締役
    2015年    5 月 株式会社サンビジネスサポート 代表取締役
    2020年    4 月 株式会社藤井精密回転機製作所

（現 株式会社FEW）入社
    2020年    8 月 同社代表取締役
    2023年    10月 コイケエンジニアリングアンドサービス株式会社

代表取締役
現在に至る

0株

（重要な兼職の状況）
株式会社ワントゥワンシナジー 代表取締役、
株式会社サンビジネスサポート 代表取締役、
株式会社FEW 代表取締役、
コイケエンジニアリングアンドサービス株式会社 代表取締役

選任理由及び期待される役割の概要
経営に関するコンサルティング業務や、事業会社の代表取締役として直接経営に携わられるなど会社経営に関して知識、経験があ
り、監査等委員である取締役に就任された場合は、それらの経験等を当社の監査体制に適切に反映していただけるものと考え、補欠
の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。企業価値の向上及び監査体制の強化に関し、多角的な視点でアドバイスをい
ただくことを期待しております。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等
委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会
と監査等委員会の同意を得ております。
　また、本議案につきまして監査等委員である取締役各氏において検討がなされましたが、
意見はございませんでした。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
2. 仲下　正一氏は、補欠の社外取締役候補者であります。同氏が監査等委員である取締役に就任された場合、東京証券取引所

に独立役員として届け出る予定であります。
3. 当社は、仲下　正一氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、同氏との

間で同法第425条第１項に定める最低責任限度額まで責任を限定する契約を締結する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役

がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契
約により填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事項
があります。保険料は、全額当社が負担しております。仲下　正一氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、当
該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定し
ております。
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取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度継続及び株式報酬上限額改定の件

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型
株式報酬制度継続及び株式報酬上限額改定の件

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）
の報酬制度は、基本報酬及び単年度の業績に連動した利益連動報酬並びに評価期間中の一定の
業績等の目標の達成率等に応じた報酬である業績連動型株式報酬から構成されており、当該業
績連動型株式報酬制度につきましては、2023年6月27日開催の第89期定時株主総会において
ご承認をいただいております。
　今般、対象取締役の報酬等と当社の業績及び株式価値との連動性を一層強化する観点から、
業績連動型株式報酬の位置付けを従前より重視した設計とすることを目的としております。
そのため、対象取締役に対して、その報酬等と当社の業績及び株式価値との連動性をより一層
強めることにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、2019年6月25日開催の第85期定時株主総会に
おいてご承認いただいた年額280,000千円以内で業績連動型株式報酬割合を高めることにい
たしたく存じます。
　具体的には後記Ⅰ．のとおり、本制度に基づき報酬を支給することにつき、ご承認をお願い
いたします。
　なお、現在の対象取締役は５名であり、第２号議案が原案どおり承認可決されますと、対象
取締役は現在と同じ５名となります。

Ⅰ.本制度の概要
　対象取締役に対し、当社の中期経営計画に対応する事業年度からなる業績評価期間中の当社
業績等の目標を当社の取締役会において予め設定し、当該数値目標の達成率等に応じた数の当
社株式を交付するための金銭報酬債権を、業績評価期間分の報酬等として付与する業績連動型
の株式報酬制度です。従って、対象取締役への当該金銭報酬債権の支給は、原則として業績評
価期間終了後に行います。
　対象取締役は、下記２．及び３．にて算定される金銭報酬債権を現物出資財産として払込
み、当社株式の発行または処分を受けるものといたします。なお、対象取締役に対する金銭報
酬債権の支給及び当社普通株式の交付は、下記１．に定める評価対象期間の満了後に行うた
め、本制度の導入時点では、対象取締役に対してこれらの交付及び支給を行うか否か、並びに
交付及び支給する当社普通株式の数は確定しておりません。

　１．対象期間
　　業績目標の達成度を評価する期間は、2026年5月13日付で公表した当社の第4次中期経
　営計画に対応した2027年３月期から2029年３月期までの３事業年度（以下、「評価対象
　期間」という。）といたします。なお、原則として当初の評価対象期間終了後も続く各３事
　業年度を評価対象期間とする本制度を実施いたします。

－ 11 －
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取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度継続及び株式報酬上限額改定の件

　２．対象取締役に対して交付する株式の上限数及び金銭報酬債権の上限額
　　本制度に基づき、対象取締役に交付する当社普通株式の交付上限株式数の総数は60,000
　株（現行：40,000株）以内とし、対象取締役に支給される金銭報酬債権の総額は90,000千
　円（現行：70,000千円）を上限といたします。なお、当該上限は評価対象期間に対応した
　複数事業年度にわたる職務執行の対価に相当する分を評価対象期間の満了後に一括して支給
　することを想定して定めております。評価対象期間は３事業年度を想定しているため、１事
　業年度あたりの上限額としてはそれぞれ３分の１に相当する株数及び金額となります。な
　お、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社株式の株式無償割当てを含
　む。）または株式併合が行われた場合には、当該分割または併合の効力発生日以降、当該分
　割または併合の比率に応じて、当該交付する株式の上限数を必要に応じて合理的な範囲で調
　整できるものといたします。

　３．本制度に基づく最終交付株式数及び最終支給金額の算定方法
　　各対象取締役に対して交付する当社普通株式の数（以下、「最終交付株式数」という。）
　は、各対象取締役の役位等を踏まえ決定される報酬基礎額に、評価対象期間の業績目
　標達成度等から算定される各事業年度の支給率を乗じた各事業年度の報酬額の合計数を交付
　時株価で除すものとし、当社取締役会にて決定いたします。

　４．株式等の交付の手続き
　　上記３．で決定された最終交付株式数に係る当社普通株式の交付は、以下のとおり行われ
　ます。
　（ⅰ）当社は、各対象取締役に対して、当該対象取締役に交付される最終交付株式数に当
　　　　社普通株式の発行または処分の払込金額を乗じることにより算定された額の金銭報
　　　　酬債権を支給し、対象取締役による当該金銭報酬債権の現物出資と引換えに対象と
　　　　なる当社普通株式を交付いたします。
　（ⅱ）前（ⅰ）に定める当社普通株式の発行または処分の払込金額は、交付時株価を基礎
　　　　として、当社普通株式を引き受ける各対象取締役に特に有利な金額とならない範囲
　　　　で当社取締役会において決定いたします。
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取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度継続及び株式報酬上限額改定の件

　５．対象取締役に対する株式交付の要件
　　本制度においては、評価対象期間が終了し、以下の要件を満たした場合に、対象取締役に
　対して当社普通株式の交付を行います。
　　① 評価対象期間中に対象取締役が継続して当社の取締役その他当社取締役会で定める地
　　　 位にあったこと
　　② 当社取締役会で定める一定の非違行為がなかったこと
　　③ その他本制度の趣旨を達成するために必要なものとして当社取締役会が定める要件を
　　　 充足すること
　　なお、対象取締役が死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役また
　は当社取締役会が定めるいずれの地位をも喪失した場合、評価対象期間開始時に対象取締役
　でなかった者が新たに対象取締役に就任した場合、当社が消滅会社となる合併契約、当社が
　完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社
　株主総会（但し、当該組織再編等に関して当社株主総会による承認を要さない場合において
　は当社取締役会）で承認された場合、その他当社取締役会が正当と認める理由がある場合に
　は、必要に応じて、当社取締役会において合理的に定める時期において、合理的に調整を行
　った数及び額の株式を交付し、または、当該交付に代えて、当該株式等に相当する額として
　当社取締役会が合理的に算定する額の金銭を支給することができるものといたします。

　６．報酬支給後の無償取得について
　　対象取締役が、当社取締役会が定める非違行為などを行った場合、当社は本制度に基づき
　当該対象取締役に支給した全報酬の返還を請求することができるものといたします。

Ⅱ．本議案の内容を相当とする理由
　本制度は、対象取締役に対して、その報酬等と当社の業績及び株式価値との連動性をより一
層強めることにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも
に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものであります。
　また、当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は事
業報告21頁に記載のとおりでありますが、本議案をご承認いただいた場合は、本制度を含む
内容に改定することを予定しております。また、当社が対象取締役に対して発行または処分す
る当社普通株式の総数については60,000株を上限としており、発行済株式総数に占める割合
は約0.48％とその希釈化率は軽微であります。
　なお、本議案の内容は、委員の過半数が独立社外取締役で構成され、かつ、独立社外取締役
が議長を務める任意の指名・報酬委員会の答申を受け、決定しております。したがいまして、
本議案の内容は相当であると判断しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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事業の経過及びその成果、設備投資及び資金調達の状況

事業報告（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

1. 会社の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果
①経済情勢及び業界の概況
　当事業年度における経済環境は、海外ではロシアによるウクライナ侵攻の長期化や中東情勢
の緊迫化といった地政学リスクの高まりに加え、各国の通商政策の影響などにより、先行き不
透明な状況が続きました。わが国経済においては、為替変動等による不透明感は残るものの、
景気は停滞局面を脱し、緩やかな持ち直しの動きが見られました。
　しかしながら、物価上昇の影響が継続する中、賃金は上昇傾向にあるものの、実質賃金はマ
イナスで推移しており、個人消費を取り巻く環境は依然として慎重な状況にあります。
　当社の販売先である電気自動車（ＥＶ）市場においては、需要拡大の鈍化が続いておりま
す。欧州における環境規制の動向や、生産ラインの整備、工場の新設・拡張といった製造設備
への投資は一部で見られるものの、市場全体の本格的な回復にはなお時間を要するものと見込
まれます。
　また、車載用全固体電池については、将来的な商業化が期待されているものの、ＥＶ市場の
成長鈍化の影響を受け、先行きは不透明な状況にあります。
　このような中、中東情勢の緊迫化を背景として、一部原材料について原材料メーカーからの
値上げ要請や出荷調整、受注停止といった動きが見られました。現時点では当社製品の納期に
直接的な影響は生じていないものの、代替品の調査や情報収集を行うなど、工程管理の安定維
持に努めております。
　当社はこうした外部環境の変化を踏まえ、従来から強みとしてきたディスプレイ部品関連機
器や機能性フィルム関連塗工機器の受注拡大に取り組むとともに、将来の成長が見込まれる分
野においても積極的な営業活動を展開し、安定的な受注の確保に努めてまいります。

②売上及び損益の概況
　売上高は、20,737百万円(前期比3.9%減)となりました。主な最終製品別売上高は、デ
ィスプレイ部品関連機器が10,076百万円(前期比2.4%増)、機能性フィルム関連塗工機器
が5,549百万円(前期比7.5%増)、電子部品関連塗工機器が279百万円(前期比28.1%減)、
エネルギー関連機器が3,957百万円(前期比23.8%減)となりました。売上高に占める輸出
の割合は、54.3%(前期は52.0%)となりました。売上総利益は、5,058百万円(前期比
5.0%増)、売上総利益率は、24.4%(前期は22.3%)となりました。販売費及び一般管理費
は、2,087百万円(前期比60.1%増)となりました。営業利益は、2,971百万円(前期比
15.4%減)、経常利益は、2,968百万円(前期比16.5%減)、当期純利益は、1,791百万円(前
期比25.1%減)となりました。
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事業の経過及びその成果、設備投資及び資金調達の状況

③受注の概況
　受注高は、20,156百万円(前期比43.8%増)、その内輸出受注高は、11,371百万円(前期
比56.5%増)となりました。受注高に占める輸出の割合は、56.4%(前期は51.9%)となりま
した。受注残高は、23,703百万円(前期比2.4%減)、その内輸出受注残高は、13,589百万
円(前期比0.8%増)となりました。受注残高に占める輸出の割合は、57.3%(前期は55.5%)
となりました。
　ＥＶ市場の需要鈍化を背景に、当社の顧客においても設備投資の延期や計画の見直しが
見られました。車載用リチウムイオン電池関連分野では、商談中の案件はいくつかあるも
のの、顧客の発注時期が不透明な状況が続いており、短期的な回復基調には至っておりま
せん。また、データセンター用など蓄電用途向けの引き合いも一部で見られるものの、現
時点では規模の大きな案件には至っていない状況です。
　一方、国内・海外におけるディスプレイ部品関連機器については、引き続き一定の需要
が見込まれており、機能性フィルム関連塗工機器につきましても、底堅く推移するものと
考えております。今後につきましては、市場及び顧客の動向を注視しつつ、新エネルギー
として期待される各種製品関連設備をはじめ、幅広い分野における塗工乾燥装置の受注の
積み上げに注力してまいります。
　案件によっては条件面が厳しくなるなど、価格競争の激しさが増しており、引き続き原
価低減への取り組みが重要となっております。また、顧客の希望納期への対応も求められ
ますが、半導体供給問題に端を発した電装機器の長納期化については概ね改善されたこと
もあり、納期検討においては顧客希望納期を十分に認識し、業務の効率化と原価低減、生
産量確保に努めてまいります。
　このような状況のもと、光学フィルムや機能性フィルム関連設備に加え、今後の成長が
期待される半導体及び電子部品関連分野に対する販売強化を進めるとともに、顧客と連携
した製品開発への取り組みを通じて、新素材や新技術に関する情報収集を行い、営業展開
の幅を広げてまいります。
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事業の経過及びその成果、設備投資及び資金調達の状況

最 終 製 品 別 売 上 高
（百万円）

構 成 比
（ ％ ）

受 注 高
（百万円）

構 成 比
（ ％ ）

受 注 残 高
（百万円）

構 成 比
（ ％ ）

ディスプレイ部品
関 連 機 器 10,076 48.6 7,097 35.2 9,115 38.5
機 能 性 フ ィ ル ム
関 連 塗 工 機 器 5,549 26.8 10,250 50.9 9,979 42.1
電 子 部 品
関 連 塗 工 機 器 279 1.3 745 3.7 1,296 5.5
エネルギー関連機器 3,957 19.1 1,153 5.7 2,911 12.3
化 工 機 器 － － 17 0.1 17 0.1
そ の 他 874 4.2 891 4.4 382 1.5

計 20,737 100.0 20,156 100.0 23,703 100.0

④研究開発活動
　2025年３月に新実験棟及び新実験機が完成し、稼働を開始しております。３台のテスト機
を活用することで顧客テストへの対応力が向上し、テスト日程の確保や顧客要望への迅速な対
応が可能となりました。これらにより、新製品及び新技術開発に向けた検証体制が強化され、
研究開発活動の円滑な推進が可能となっております。
　当社では、ディスプレイ部品や機能性フィルム、電子部品用途に対応した各種塗工装置の開
発に加え、生産効率向上を目的とした高速塗工装置や自動制御技術の開発に取り組んでおりま
す。これらの研究開発活動により得られた知見は、顧客との共同検証や装置改良に活かされて
おり、顧客ニーズへの対応力を高め、中長期的な受注機会の創出につなげてまいります。

　最終製品別の売上高、受注高及び受注残高は次のとおりであります。

(2) 設備投資の状況
　当事業年度における設備投資の総額は474百万円で、主に滋賀事業所の機械装置でありま
す。

(3) 資金調達の状況
　当事業年度中に、当社の運転資金として、金融機関より1,000百万円の調達を行いまし
た。
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題
　当社を取り巻く事業環境は、ディスプレイ関連機器及び機能性フィルム関連塗工機器にお
いて一定の需要が継続している一方、エネルギー関連分野を含む一部市場においては、市況
低迷及び顧客による設備投資の延期・抑制を背景に、厳しい状況が続いております。このた
め、当面は急速な市場回復を前提とした成長戦略の遂行が難しい局面にあると認識しており
ます。
　このような環境下において、当社の課題は、既存事業における競争力及び収益力を維持・
強化しつつ、市況回復後の再成長に向けた体制整備及び事業基盤の維持・強化に取り組むこ
とにあります。価格競争の激化及び短納期対応といった事業運営上の制約に引き続き対応す
るとともに、原価低減、生産性向上及び業務効率化を通じて、安定的な利益の確保に努める
必要があります。

資本コストや株価を意識した経営への対応
　当社は、市況が厳しい局面においても、企業価値の持続的な向上を実現するためには、資
本コストを意識した経営及び資本効率の維持・向上が重要であると認識しております。特
に、安定的な利益創出を通じたROEの確保及び株主還元の継続性は、株主価値及び株価の維
持・向上に資する重要な要素であると考えております。
　2026年5月13日に公表した第４次中期経営計画において、足元の市況を踏まえ、今後数
年間を将来の再成長に向けた体制整備及び事業基盤強化の期間と位置付けるとともに、財務
規律を重視した経営方針を明確にし、DOE ５％以上の安定的な配当水準を維持することを
基本方針としております。
　また、市況回復後の成長を見据え、M&A及び成長投資については、事業シナジー及び投
資回収可能性を十分に検証した上で、財務健全性とのバランスを確保しながら、機会を選別
して検討及び実行してまいります。今後は、こうした取り組みを通じて、市況の変化に耐え
得る経営体質を維持するとともに、環境好転時には成長を加速させることで、資本コストを
上回るリターンの創出及び中長期的な企業価値向上を目指してまいります。
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直前三事業年度の財産及び損益の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、従業員の状況、主要な借入先

区 分
2022年度

2022/4～2023/3
第89期

2023年度
2023/4～2024/3
第90期

2024年度
2024/4～2025/3
第91期

2025年度
2025/4～2026/3
(当期)第92期

売 上 高 (百万円) 19,677 19,242 21,578 20,737
経 常 利 益 (百万円) 2,277 2,630 3,555 2,968
当 期 純 利 益 (百万円) 1,607 1,804 2,390 1,791
１株当たり当期純利益 ( 円 ) 130.72 146.73 204.66 156.30
総 資 産 (百万円) 27,909 29,948 32,618 30,507
純 資 産 (百万円) 18,577 19,707 19,631 20,770
１ 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) 1,510.99 1,599.99 1,708.48 1,811.62
受 注 高 (百万円) 22,017 24,288 14,013 20,156
受 注 残 高 (百万円) 26,803 31,849 24,284 23,703

(5) 直前三事業年度の財産及び損益の状況

(6) 主要な事業内容
　各種フィルムに関する塗工乾燥・熱処理装置、金属箔や不織布に関する塗工乾燥・熱処理
装置、化工機、公害防止機器、熱交換器等の設計・製作・販売並びにこれらに付帯または関
連する事業を行っております。

本 社 大阪市中央区久太郎町二丁目５番28号
営 業 所 東京支店（東京都中央区）
事 業 所 滋賀事業所（滋賀県野洲市）

(7) 主要な営業所及び事業所

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
255名 10名増 42歳6ヵ月 18年3ヵ月

(8) 従業員の状況

借　入　先 借　入　額　（百万円）
株式会社滋賀銀行 1,000
株式会社池田泉州銀行 833
株式会社三菱UFJ銀行 333

(9) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
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会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 25,000,000株
(2) 発行済株式の総数 12,401,720株（自己株式936,665株を含む）
(3) 株主数 4,157名

株 主 名 持 株 数 ( 株 ) 持株比率(％)
テ ク ノ ス マ ー ト 取 引 先 持 株 会 1,644,000 14.34
エ ス ア イ エ ル 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 1,082,400 9.44
光 通 信 K K 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 804,000 7.01
E C M 　 M F 533,100 4.65
椿 本 興 業 株 式 会 社 448,250 3.91
ＵＨ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　２投資事業有限責任組合 411,800 3.59
株 式 会 社 滋 賀 銀 行 321,875 2.81
テ ク ノ ス マ ー ト 従 業 員 持 株 会 311,675 2.72
GO L DM AN　 S A C H S　 I N T E R N A T I O N A L 284,623 2.48
東 京 産 業 株 式 会 社 240,000 2.09

2. 会社の株式に関する事項

(4) 大株主（上位10名）

（注）持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
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会社役員に関する事項、会計監査人に関する事項

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 飯 田 陽 弘
常 務 取 締 役 西 宮 良 材 滋賀事業所長兼製造・資材統括
取 締 役 下 村 壽 一 技術統括部長
取 締 役 髙 橋 　 要 管理統括部長
取 締 役 三 沢 浩 司 営業統括部長兼東京支店長

取 締 役
（監査等委員） 青 木 　 透

キャリバーマネジメント AOKI 代表、
株式会社Consulente HYAKUNEN 最高顧問、
テスホールディングス株式会社 社外取締役[監査等委員]

取 締 役
（監査等委員） 岡 　 健 治 税理士（岡会計事務所所長）、

税理士法人パートナーズ代表社員
取 締 役
（監査等委員） 平　松　亜矢子

弁護士（共栄法律事務所パートナー）、税理士、
株式会社ODKソリューションズ社外取締役[監査等委員]、
神鋼鋼線工業株式会社社外取締役

3. 会社役員に関する事項
(1) 取締役の氏名等（2026年３月31日現在）

（注）1. 取締役（監査等委員）青木　透、岡　健治及び平松 亜矢子の３氏は、社外取締役であります。なお、3氏は東京証券取引所
に独立役員として届出済であります。

2. 取締役（監査等委員）岡　健治及び平松 亜矢子の両氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関して相当程度の知
見を有しております。

3. 当社は、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の内部監査担当者を配置しております。当社の
監査等委員会は、常勤の内部監査担当者から取締役の業務執行の状況等について定期的に報告を受けており、当社は、内部
統制システムを通じて監査等委員会が主体となって組織的な監査を実施しておりますため、常勤の監査等委員を選定してお
りません。

4. 当社と取締役（監査等委員）青木　透氏、岡　健治氏及び平松 亜矢子氏とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が定める
最低責任限度額としております。

5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役
がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約
により填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事項が
あります。保険料は、全額当社が負担しております。全ての取締役及び取締役（監査等委員）は、当該保険契約の被保険者
であります。
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(2) 取締役の報酬等
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　取締役（監査等委員である取締役を除く｡）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を下
記のとおり取締役会にて決議しております。

ア. 基本方針
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、この方針について同じ。）の

報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう企業業績と
連動した報酬体系とする。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正
な水準とすることを基本方針とし、業務執行取締役の報酬は、月例報酬（固定制）、利
益連動報酬（業績連動制）及び業績連動型株式報酬により構成し、社外取締役について
は、監督機能を担うという職務に鑑み、月例報酬のみとする。また、個人別の報酬等の
額、支給時期及び内容の決定は、取締役会から指名・報酬委員会に諮問し、当該諮問に
対する答申を踏まえ、取締役会の決議をもって決定するものとする。

イ. 月例報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の月例報酬は金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業

績及び担当部門の業績、他社水準、従業員給与の水準、中長期的な業績見通しを考慮し
ながら、総合的に勘案して決定するものとする。

ウ. 利益連動報酬の内容及び額の決定に関する方針
利益連動報酬は、適切なリスクテイクを促進するよう事業年度ごとの業績向上に対す

る意識を高めるため業績を反映した金銭報酬とし、各事業年度の経常利益を基に算出さ
れた額を賞与として毎年一定の時期に支給する。但し、毎年その内容（個人別配分率、
支払い上限額等）につき、監査等委員により適正である旨の確認を得るものとする。

また、取締役（監査等委員である取締役は除く。）の報酬等に関する内規に定める一
定の非違行為があった場合、当該規程に基づき、報酬支給確定前においては支給の停
止、報酬支給確定後においては金銭を全額返還するものとする。

エ. 業績連動型株式報酬の内容及び額の決定に関する方針
当社の取締役の株式報酬は業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニッ

ト）とする。本株式報酬は原則として中期経営計画に定める業績目標の達成率を評価指
標としてこれに連動して支給するものとする。株式報酬として支給する個人別の株式の
数は、あらかじめ定めた取締役ごとの基礎報酬額に評価対象期間（原則として、中期経
営計画期間と一致させるものとする。）における業績目標の達成度合いに応じた支給率
（0％～150％の間で決定する。）を乗じた金額に基づき決定する。取締役への株式の
交付は評価対象期間の最終年度の決算確定に係る定時株主総会終了後から２か月以内に
行う取締役会にて決議するものとし、応分の金銭報酬債権を付与し、当社による発行ま
たは自己株式処分に際して当該金銭報酬債権を現物出資することにより、これを行うも
のとする。
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区　　分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取　締　役
（監査等委員を除く） 194,989 39,360 143,922 11,707 5

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

18,030
(18,030)

18,030
(18,030)

－
(－)

－
(－)

3
(3)

合　　　計
（うち社外役員）

213,019
(18,030)

57,390
(18,030)

143,922
(－)

11,707
(－)

8
(3)

また、業績連動型株式報酬規程に定める一定の非違行為があった場合、当該規程に基
づき、報酬支給確定前においては支給の停止、報酬支給確定後においては金銭報酬債権
額相当の金銭を返還するものとする。

オ. 月例報酬の額、利益連動報酬等の額及び業績連動型株式報酬等の額の取締役の個人別
の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
適切なリスクテイクを促進し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして

機能するよう、当社の業績動向、他社水準等を鑑み、その割合が適正であるかどうかを
判断するものとする。

全役位ともに、目標を全て達成した場合は、総報酬額に占める変動報酬（利益連動報
酬及び業績連動型株式報酬）の割合が50％以上となることを基本とする。

　当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会
が判断した理由は、以下のとおりであります。

　利益連動報酬（業績連動型株式報酬含む。）につきましては、任意の指名・報酬委員会
及び監査等委員により適正である旨の確認を得ており、また月例報酬及び利益連動報酬
（業績連動型株式報酬含む。）の個人別の額及び配分比率につきましては、取締役会にお
いて検討の後、監査等委員である取締役を含め全員一致で決定されているため、その内容
が決定方針に沿うものと判断いたしております。

②当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）1.取締役（監査等委員を除く）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。
2.業績連動報酬等にかかる業績指標は経常利益であり、当該業績指標を選定した理由は、経常利益は企業が毎年行う経常的な活

動に伴う利益を判断するに適した指標であると判断しているためであります。業績連動報酬等の額の算定方法は、経常利益額
に役員賞与引当金計上額を加算した額に、予め取締役会において決定した取締役の職位による比率を掛けて算出しておりま
す。なお、当事業年度を含む経常利益の推移は、「1.（5）直前三事業年度の財産及び損益の状況」に記載のとおりでありま
す。

3.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「3.（2）①役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のと
おりであります。

4.取締役（監査等委員を除く）の報酬等の総額は、2019年６月25日開催の第85期定時株主総会において、「年額280,000千
円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まない。）」と決議いただいております。当該定時株主総会終
結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は６名です。

5.取締役（監査等委員）の報酬等の総額は、2015年６月25日開催の第81期定時株主総会において、「年額40,000千円以内」
と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３名です。
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(3) 社外役員に関する事項
①重要な兼職の状況及び当社と兼職先との関係

　社外取締役であります取締役（監査等委員）青木　透氏、岡　健治氏及び平松 亜矢子氏
の重要な兼職の状況は「（1）取締役の氏名等」に記載のとおりであります。当社と各氏の
兼職先の間には、特別の関係はございません。

②当社における活動状況
　取締役（監査等委員）青木　透氏、岡　健治氏及び平松 亜矢子氏は、当事業年度に開催
の取締役会14回及び監査等委員会13回の全てに出席しております。
　各社外取締役の発言状況及びその他の活動状況としては、青木氏には主に企業コンサルテ
ィングの知識や経験から当社監査体制を適切に運用していただくこと、岡氏には主に税務・
会計面からの企業体質及び監査体制の適正化の向上を図っていただくこと、平松氏には主に
法務面からの専門的知識、経験等を活かして、当社の監査体制の強化を適切に図っていただ
くことを期待しているところ、各氏とも取締役会等において当該知識や経験を活かして必要
な発言や提言等を行っており、また監査体制やコンプライアンスの強化、企業価値の向上に
ついての助言や提案等も行っております。

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 20,610千円

② 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20,610千円

4. 会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称　　　　　　　　　仰星監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等
の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記の金額はこれらの合計額を記載しております。

2. 当社監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監
査人の監査計画、監査の実施状況、及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について
同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、監査等委
員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（1） 業務の適正を確保するための基本方針

　当社は、業務の適正を確保し企業統治の強化及び質の向上に資するため、取締役会にお
いて内部統制システム構築の基本方針を決議し、一部改定を行いながら基本方針に基づい
て内部統制の運用を行っております。下記はその基本方針の概要であります。

Ⅰ. 業務の適正を確保するための体制
　第１条 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　役員及び社員またはそれに準ずる者に法令・定款の遵守を徹底させるため、当社は
企業行動指針を定め、また社員行動規範を守らせるためコンプライアンス委員会を設
置し、違反行為があったときの報告体制として内部通報者制度を構築し、各部門のコ
ンプライアンス委員からの実施状況の報告及び管理体制並びに研修体制を構築する。
　また、当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力または団体等とは一切
の関係を持たず、不当な要求等を受けた場合は、会社として毅然とした態度で対応す
る。

　第２条 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役会・経営会議その他の重要な会議の意思決定に係る情報、重要な決裁に係る
情報並びにリスク管理及びコンプライアンスに関する情報を記録・保存・管理し、必
要な関係者が閲覧できる体制に整備し、文書管理規程を制定する。

　第３条 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　経営に重大な影響を及ぼすあらゆるリスクを認識し、評価する仕組みを整備し、リ
スク管理の実効性を確保するためコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設
置し、それら各委員会の職務権限と責任を明確にした体制を整備する。また経営に重
大な影響を及ぼす不測の事態が発生または発生するおそれが起こった場合の体制を整
備し、再発防止策等リスク管理規程・コンプライアンス規程を制定する。

　第４条 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役の職務権限と担当業務を明確にし、経営会議で経営計画及び予算を立案し、
その目標に向け具体案を立案・実行する。
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Ⅱ. 監査等委員会の職務の執行のため必要な体制
　第１条 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

　監査等委員会事務局を設置し、監査室のスタッフ（内部監査人）が監査等委員会事
務局のスタッフを兼務する。
監査等委員会事務局の職務は、次のとおりとする。

　　　　① 監査等委員会議事録の作成
　　　　② 監査等委員会への資料の提供
　　　　③ その他監査等委員会の職務の補助

　第２条 前条の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立
性に関する事項
　監査等委員会事務局スタッフの任命・異動については、監査等委員会の同意を必要
とし、その評価については監査等委員会の意見を聴取するものとする。

　第３条 監査等委員会の第１条の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　前条に基づき取締役からの独立性を高められた監査等委員会事務局のスタッフが、
監査等委員会の指示に従い、監査等委員会の職務遂行に必要な補助業務を実効的に行
う。

　第４条 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人の監査等委員会への報告に関す
る体制
　取締役（監査等委員を除く）及び使用人は、監査等委員会の定めるところにより、
以下の事項に関し、要請に応じて、必要な報告及び情報提供を行う。

　　　　① 内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
　　　　② 重要な会計方針及び会計基準の決定並びにそれらの変更
　　　　③ 業績及び業績見込の発表内容並びに重要開示書類の内容
　　　　④ 内部通報制度の運用及び通報の内容
　　　　⑤ 決裁書及び議事録の内容

　第５条 前条の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
　報告者が不利な取扱いを受けることのないよう社内規程を整備し、これらの社内規
程が適正に運用されているかを監査等委員会が確認する。
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　第６条 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）について
生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用また
は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査等委員会の活動に必要な費用を予算化し、予算枠の範囲外の費用についても必
要なものは随時支払う。

　第７条 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員会と業務執行取締役との定期的な意見交換や、監査等委員が経営会議そ
の他重要な会議へ出席し意見を述べる機会を確保する。また、監査等委員は、社長直
轄の監査部門及び会計監査人から定期的に報告を受け、意見交換を行う。
　監査等委員である取締役には、他の取締役及び使用人から独立した執務室を提供す
る。

（2） 業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当社の業務の適正を確保するための体制の主な運用状況は以下のとおりであります。

① 取締役会は、当事業年度は14回開催され、法令で定められた事項及び取締役会規程に定
められた事項をはじめ、経営上の重要な案件について担当の取締役より報告を受け、審議
を行っております。

② 受注動向、業務進捗状況、組織人事をはじめ、経営全般に亘る諸問題に迅速に対応するた
め経営会議を原則月２回開催しており、当事業年度は22回開催いたしました。当該会議
には監査等委員もオブザーバーとして参加しております。

③ 内部統制が実効的に行われることを確保するためにCSR委員会を設置し、当社監査室から
内部監査結果の報告を受けるとともに、当社の内部統制システムの構築、維持、是正処置
と再発防止に向けた業務の見直しの検討等を行っております。当事業年度は４回開催して
おります。

④ 監査等委員会では、監査等委員会で定めた監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準及
び内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に基づき、監査の方針、監査計画
を作成し、取締役及び監査室その他の従業員等の職務の執行状況について、書類の閲覧、
実地調査、情報収集等を行い、監査室から定期的に報告を受けるとともに、会計監査人か
ら四半期ごとに監査結果の報告を受け意見交換等を行っております。

⑤ 監査室が年間の内部監査計画に基づき当社各部門に対し内部監査を実施し、その結果は、
取締役会、CSR委員会及び監査等委員会に報告しております。
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６．会社支配に関する基本方針
　当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、　
その内容の概要等は以下のとおりであります。

（１）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由
な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為等であっても、当社の企業価
値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定する
ものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の
皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。
　但し、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保
ち続けることができない可能性があるなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損
なうおそれのあるものや、当社の価値を十分に反映しているとはいえないもの、あるいは
株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえ
ます。
　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務とし
て、法令等及び当社の定款によって許容される限度において、場合により、企業価値向上
及び株主共同の利益の最大化のために相当の措置を講じる必要があると考えております。

（２）基本方針の実現に資する特別な取組みについて
①当社は、企業価値の更なる維持・強化のための基本的な施策として、(ⅰ)顧客満足度の

充実、(ⅱ)グローバル化による主力製品のシェア拡大、(ⅲ)新技術による塗工機のシェ
ア拡大、(ⅳ)サステナビリティへの取組みを掲げ、全社で取り組んでおります。また、
企業の存続こそが最大のサステナビリティであると考え、取組みも推進してまいりま
す。
　また、2027年3月期を初年度とする中期経営計画において、将来に向けた体制作り
の投資期と捉えて、(ⅰ)将来的な市場拡大のポテンシャルが期待できる新領域探索、
(ⅱ)全社をあげての営業力強化、(ⅲ)成長投資としてのDX推進による業務効率化、(ⅳ)
研究機関やベンチャー・スタートアップ企業を想定した超小型テスト機の開発、(ⅴ)既
存事業の競争力強化を目指すM&Aを実施し、財務戦略の見直しとともに企業価値の向
上を図ってまいります。
　当社の中期経営計画につきましては、
（https://www.technosmart.co.jp/cat_ir/disclosure/）をご覧ください。
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②当社は東京証券取引所が規定するコーポレートガバナンス・コードを踏まえ、コーポレ
ート・ガバナンスの充実を図ることにより、経営の効率性・透明性の向上及び経営の健
全性を確保するとともに、株主をはじめとする取引先や地域社会等のステークホルダー
との友好な信頼関係の維持強化に努め、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上
を実現します。

（３）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定を支配される
ことを防止するための取組み
　当社は、2022年５月26日開催の取締役会において、当社株式等の大規模買付行為等に
関する対応策（以下、「導入時プラン」といいます。）を導入することに関して決議を行
い、2022年６月24日開催の第88期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいた
だいております。
　その後、導入時プランの有効期間の満了を迎えるにあたり、導入時プラン導入以降の法
令改正、社会・経済情勢の変化、買収への対応方針に関する司法判断及び実務・議論の進
展、並びにコーポレートガバナンス・コードの趣旨等を踏まえ、当社は導入時プランの内
容について検討を行いました。
　その結果、当社取締役会は、2025年５月23日開催の取締役会において、導入時プラン
を一部変更した上で継続すること（以下、変更後の対応策を「現行プラン」といいま
す。）を決議し、2025年６月25日開催の第91期定時株主総会において、株主の皆様の
ご承認をいただいております。
　なお、現行プランの詳細につきましては、当社ウェブサイト
（https://www.technosmart.co.jp/cat_ir/takeover-defense-measures/）におい
て、全文を掲載しております。
①現行プランの概要

　現行プランは、当社株式等の大規模買付行為等を行おうとする者が遵守すべき手続を
定めるとともに、一定の場合には当社が対抗措置を講ずる可能性があることをあらかじ
め明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同
の利益に資さない大規模買付行為等を抑止することを目的としております。
　現行プランは、当社が発行者である株式等について、大規模買付行為等がなされる場
合を適用対象とします。大規模買付行為等を行い、または行おうとする者（以下、「買
付者等」といいます。）は、あらかじめ現行プランに定められた手続に従わなければな
らないものとされており、(ⅰ) 当該買付者等が当社取締役会に対して、当該大規模買付
行為等に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、(ⅱ) 当社取締役会による評価、検
討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間が経過し、(ⅲ) 当社取締役会におい
て、対抗措置の発動または不発動の決議がなされるまでの間は、当該大規模買付行為等
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を開始することはできないものとしております。
②現行プランにおける対抗措置の概要

　現行プランに基づき、当社取締役会の決議により発動される対抗措置は、新株予約権
の無償割当てを基本としております。
　但し、法令等及び当社の定款により認められる範囲において、その他の対抗措置を講
ずることが相当と判断される場合には、それらの措置が用いられることもあり得るもの
としております。また、対抗措置の発動後であっても、その後の事情の変化等を踏ま
え、当社取締役会は、対抗措置の停止を決定することがあります。

③恣意性排除及び透明性確保の仕組み
　現行プランにおいては、対抗措置の発動等に際して当社取締役会の恣意的判断を排除
し、判断の客観性及び合理性を確保するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し
た社外取締役または社外の有識者から構成される独立委員会を設置し、その勧告を最大
限尊重するとともに、判断の概要等について適時かつ適切な情報開示を行うこととして
おります。

（４）上記取組みに対する取締役会の判断及びその理由
　現行プランは、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年６月30日に公表した
「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、経済産業省が2023年８月31日
に発表した「企業買収における行動指針」の定める３つの原則（企業価値・株主共同の利
益の原則、株主意思の原則、透明性の原則）及び株式会社東京証券取引所が有価証券上場
規程の改正により、2015年６月１日に導入し、2018年６月１日、2021年６月11日に
それぞれ改訂を行った「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１－５．いわゆる買
収防衛策」その他の買収への対応方針に関する実務・議論を踏まえた内容となっておりま
す。
①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則

　現行プランは、当社株式等に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該大規模買
付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が提示し
た代替案を株主の皆様に周知する機会を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を
行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向
上させるという目的をもって継続されるものであります。

②株主意思を重視するものであること
　現行プランは、2025年６月25日開催の第91期定時株主総会において、株主の皆様
のご承認をいただき、継続されているものであります。また、その後の当社株主総会に
おいて現行プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、当該決議に従い変更ま
たは廃止されることになります。従いまして、現行プランの継続、変更及び廃止には、
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株主の皆様の意思が十分反映される仕組みとなっております。
③必要性・相当性確保の原則

(ⅰ)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示の徹底
　当社は、現行プランに基づく大規模買付行為等への対抗措置の発動等に関する取
締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保す
ることを目的として独立委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置の発動または
不発動の決議等に際して独立委員会の勧告を最大限尊重いたします。また、独立委
員会の判断が当社の企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上に資するようにな
されることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行
う経営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバ
イザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント、学識経験者その他の専門家を含み
ます。）の助言を得ることができるものとしております。
　更に、当社は、独立委員会の判断の概要について、適時かつ適切に株主及び投資
家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよ
う現行プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しております。

(ⅱ)合理的な客観的発動要件の設定
　現行プランは、予め定められた合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ
発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止する
ための仕組みを確保しております。

(ⅲ)デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
　現行プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によ
り、いつでも廃止することができるものとされております。従って、現行プラン
は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお
発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。
　また、当社は業務執行取締役の任期を1年としているため、現行プランはスローハ
ンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、そ
の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　以上から当社取締役会は、現行プランが基本方針に沿うものであり、当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益の確保・向上に資するものであって、当社役員の地位の維持を目的
としたものではないと判断しております。

________________________________________________________________________________________________________________________
（注）事業報告の記載金額及び株式数は表示単位未満を切捨てて表示しております。また、比率は表示単位未満を四捨五入しておりま

す。
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貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
契 約 資 産
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
(有形固定資産)

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

(無形固定資産)
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

(投資その他の資産)
投 資 有 価 証 券
出 資 金
長 期 前 払 費 用
そ の 他　

22,313,107
10,410,971
2,253,012

390,949
9,655,309

307,855
186,919
88,400
31,478
14,210

△ 1,026,000
8,194,527
(5,175,919)
2,343,043

166,927
617,605
23,873
43,168

1,891,792
89,508

(20,839)
19,161
1,677

(2,997,768)
2,843,039

9,800
588

144,341　

流 動 負 債 6,882,335
買 掛 金 1,284,931
電 子 記 録 債 務 840,116
1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 999,998
未 払 金 61,913
未 払 費 用 164,505
未 払 法 人 税 等 717,551
前 受 金 2,312,202
賞 与 引 当 金 184,552
役 員 賞 与 引 当 金 143,922
未 払 消 費 税 等 4,468
そ の 他 168,172

固 定 負 債 2,855,028
長 期 借 入 金 1,166,670
再 評 価 に 係 る
繰 延 税 金 負 債 497,349
繰 延 税 金 負 債 36,494
退 職 給 付 引 当 金 1,108,381
資 産 除 去 債 務 3,856
株 式 報 酬 引 当 金 42,277

負 債 合 計 9,737,363
純 資 産 の 部

株 主 資 本 18,390,271
資 本 金 1,953,930
資 本 剰 余 金 1,707,198

資 本 準 備 金 1,466,663
そ の 他 資 本 剰 余 金 240,535

利 益 剰 余 金 16,297,781
利 益 準 備 金 109,922
そ の 他 利 益 剰 余 金 16,187,858

別 途 積 立 金 6,500,000
繰 越 利 益 剰 余 金 9,687,858

自 己 株 式 △ 1,568,638
評価・換算差額等 2,379,999

その他有価証券評価差額金 1,293,573
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 3,384
土 地 再 評 価 差 額 金 1,083,042

純 資 産 合 計 20,770,271
資 産 合 計 30,507,635 負 債 ・ 純 資 産 合 計 30,507,635

計算書類
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損益計算書

損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 20,737,290
売 上 原 価 15,678,599

売 上 総 利 益 5,058,691
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,087,530

営 業 利 益 2,971,160
営 業 外 収 益

受 取 利 息 8
受 取 配 当 金 61,741
受 取 賃 貸 料 3,432
そ の 他 4,568 69,750

営 業 外 費 用
支 払 利 息 69,004
支 払 保 証 料 2,735
そ の 他 696 72,436
経 常 利 益 2,968,475

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 49,718
投 資 有 価 証 券 売 却 益 8,096 57,815

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 704 704

税 引 前 当 期 純 利 益 3,025,586
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,252,253
法 人 税 等 調 整 額 △ 18,359 1,233,893
当 期 純 利 益 1,791,692
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2025年４月１日
期首残高 1,953,930 1,466,663 230,531 1,697,194 109,922 6,500,000 8,916,634 15,526,556

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △1,020,468 △1,020,468

当期純利益 1,791,692 1,791,692

自己株式の取得

自己株式の処分 10,004 10,004
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計 ― ー 10,004 10,004 ― ― 771,224 771,224
2026年３月31日
期末残高 1,953,930 1,466,663 240,535 1,707,198 109,922 6,500,000 9,687,858 16,297,781

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計自己株式 株主資本

合計

その他
有価証券
評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地
再評価
差額金

評価･換算
差額等
合計

2025年４月１日
期首残高 △1,509,558 17,668,123 883,538 △3,111 1,083,042 1,963,468 19,631,592

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △1,020,468 △1,020,468

当期純利益 1,791,692 1,791,692

自己株式の取得 △99,950 △99,950 △99,950

自己株式の処分 40,870 50,874 50,874
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額) 410,034 6,496 ー 416,531 416,531

事業年度中の変動額合計 △59,080 722,148 410,034 6,496 ー 416,531 1,138,679
2026年３月31日
期末残高 △1,568,638 18,390,271 1,293,573 3,384 1,083,042 2,379,999 20,770,271
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
①市場価格のない株式等以外のもの
　　　　　　　　　　　　　　　時価法
　　　　　　　　　　　　　　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売買原価は移動平均法により算定）
②市場価格のない株式等…………移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品………………………………個別原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
原材料及び貯蔵品…………………最終仕入原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
貯蔵品のうち電気計装予備品に関しては個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産…………………………定率法

但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　６～50年
機械及び装置　２～12年

(2) 無形固定資産…………………………定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいて
おります。

3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金……………………………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

(2) 賞与引当金……………………………従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度末負担額を計上しておりま
す。

(3) 役員賞与引当金………………………役員の賞与の支払いに備えて、当社が算定した支給見込額の当事業年度末負担額を計上して
おります。

(4) 退職給付引当金………………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当
事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。また、数理計算上の
差異については、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９年）による按分額を費用
処理しております。過去勤務費用については、発生年度において一括して費用処理しており
ます。

(５) 株式報酬引当金………………………業績連動型株式報酬制度に基づく取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。）への当社株式等の交付に備えるため、当事業年度末における株式等の交付見込額に基
づき計上しております。

－ 34 －



2026/05/25 18:36:40 / 25302979_株式会社テクノスマート_招集通知_電子提供措置用

個別注記表

4. 収益及び費用の計上基準
　当社は、主に塗工乾燥装置の製造及び販売を行っております。このような製品の販売については、製品を製造し検収が行われる
までを履行義務としております。
　当該履行義務は、契約期間にわたる製造の進捗に応じて充足されることから、製造の進捗度に応じて収益を認識しております。
進捗度の測定は、発生原価が履行義務の充足における企業の進捗度に寄与及び概ね比例していると考えられることから、発生原価
に基づくインプット法により行っております。
　但し、少額または契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一
定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 繰延資産の処理方法…………………支出時に全額費用として処理しております。
(2) ヘッジ会計の方法……………………繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ手段……………………………為替予約
ヘッジ対象……………………………買掛金
ヘッジ方針……………………………為替リスク低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。
ヘッジ有効性評価の方法……………ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動

の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

会計上の見積りに関する注記
1.一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて収益を認識する売上高
(1)当事業年度に係る計算書類に計上した金額

　一定の期間にわたり収益を認識する売上高　19,115,208千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて収益を認識する売上高は、当事業年度末において収益総額、原価総額及び当事
業年度末における進捗度を合理的に見積り金額を算定しております。なお、進捗度はインプット法によっております。
　原価総額の見積りは、当事業年度末に製造中の製品の製造状況や請負契約の契約条件等を前提とし、これらに著しい変化はない
ものと仮定して作成しております。
　しかしながら、顧客との交渉によって顧客が要求する仕様の内容が大幅に変化した場合、それによって収益総額が変動した場
合、想定していなかった原価が発生した場合等により原価総額が変動した場合は、売上高が影響を受け、当社の業績を変動させる
可能性があります。

２. 貸倒引当金
(1)当事業年度に係る計算書類に計上した金額

　貸倒引当金（流動資産） 1,026,000千円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、
個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　当社は、主要な取引先等から決算書を入手し、継続的に財務状況を把握しており、回収状況の適時な把握を通じて与信の見直し
を行い、今後の回収不能見込額を見積もっております。
　回収不能見込額は不確実性を伴うため、相手先の経営成績及び財政状態がさらに悪化した場合には、翌事業年度の計算書類にお
ける、貸倒引当金の計上金額に影響を及ぼす可能性があります。
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1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,514,426千円

再評価を行った年月日 2001年３月31日
再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額 △128,090千円

当事業年度期首
株式数(千株)

当事業年度増加
株式数(千株)

当事業年度減少
株式数(千株)

当事業年度末
株式数(千株)

発行済株式
普通株式 12,401 － － 12,401

合　計 12,401 － － 12,401
自己株式

普通株式 911 50 24 936
合　計 911 50 24 936

決　　議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基　準　日 効力発生日

2025年６月25日
定時株主総会 普通株式 517,079千円 45円 2025年３月31日 2025年６月26日

2025年11月7日
取締役会 普通株式 503,388千円 44円 2025年９月30日 2025年12月4日

決議予定 株式の種類 配当金の総額 配当の
原資

１株当たり
配当額 基　準　日 効力発生日

2026年６月25日
定時株主総会 普通株式 527,392千円 利益

剰余金 46円 2026年３月31日 2026年６月26日

貸借対照表に関する注記

2. 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布　法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成
11年３月31日公布　法律第24号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しておりま
す。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布　政令第119号）第２条第３号に定める固定資産税評価額により算出

株主資本等変動計算書に関する注記
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

注）自己株式の数の増加は、2025年９月18日開催の取締役会決議に基づき、2025年９月19日に東京証券取引所の自己株式立
　　会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）にて50,000株の買付けを行いました。この結果、当事業年度において自己株式が
　　99,950千円増加し、当事業年度末において自己株式が1,568,638千円となっております。

2. 配当に関する事項
配当金支払額

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
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繰延税金資産
貸倒引当金 354,354千円
賞与引当金 58,078千円
株式報酬引当金 13,304千円
未払事業税 37,851千円
投資有価証券評価損 29,726千円
退職給付引当金 348,807千円
その他 80,594千円

繰延税金資産小計 922,717千円
評価性引当額 △402,460千円

繰延税金資産合計 520,257千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 555,197千円
その他 1,554千円

繰延税金負債合計 556,751千円

繰延税金負債の純額 36,494千円

再評価に係る繰延税金負債計 497,349千円

貸借対照表
計上額 時　価 差　額

　投資有価証券
その他有価証券

※1 2,842,739 2,842,739 －

　資産計 2,842,739 2,842,739 －

　長期借入金
※2 2,166,668 2,142,293 △24,374

　負債計 2,166,668 2,142,293 △24,374

　デリバティブ取引
※3 4,938 4,938 －

税効果会計に関する注記
　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項

　当社は、事業計画に照らして、必要な長期資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余剰資金は主に流動性の高い
金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務につ
いて為替変動リスクを回避するため為替予約を利用しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、「現金及び預
金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「契約資産」、「買掛金」、「電子記録債務」、「未払法人税等」、「未
払消費税等」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しており
ます。

（単位：千円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券

株式 2,842,739 － － 2,842,739
デリバティブ取引
　為替関連 － 4,938 － 4,938
資産計 2,842,739 4,938 － 2,847,677

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 － 2,142,293 － 2,142,293
負債計 － 2,142,293 － 2,142,293

※1 投資有価証券には、市場価格のない株式300千円を含んでおりません。
※2 長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
※3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権、債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（　）で

表示しております。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる

資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを

用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品
（単位：千円）

②　時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は金融商品取引所の価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を
レベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引
　為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
　長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
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個別注記表

最終製品

合計ディスプレイ
部品関連機器

機能性フィル
ム関連塗工機

器
電子部品関連

塗工機器
エネルギー
関連機器 化工機器 その他

国内 3,545,527 2,440,409 198,614 2,596,561 － 688,659 9,469,772

中国 6,489,805 2,924,559 39,300 292,101 － 126,114 9,871,880

欧州 － － － 987,595 － － 987,595

韓国 － 163,680 5,520 55,000 － 43,678 267,878

その他 40,909 21,087 36,500 25,933 － 15,734 140,164

顧客との契約から
生じる収益 10,076,243 5,549,736 279,934 3,957,191 － 874,185 20,737,290

一時点で移転され
る財 556,320 54,800 39,300 105,320 － 866,342 1,622,082

一定の期間にわた
り移転される財 9,519,923 5,494,936 240,634 3,851,871 － 7,843 19,115,208

1年以内 1年超 合計

当事業年度 16,369,741 7,333,894 23,703,635

１株当たり純資産額 1,811円62銭
１株当たり当期純利益 156円30銭

収益認識に関する注記
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

２. 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記 ４.収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。

３. 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等
　当事業年度に認識された収益のうち、期首時点で前受金に含まれていた金額は1,305,493千円であります。

（2）残存する履行義務に配分された取引価格
　当事業年度末時点における未履行の履行義務残高は下記のとおりです。

（単位：千円）

１株当たり情報に関する注記

（注）計算書類の記載金額及び株式数は表示単位未満を切捨てて表示しております。

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

－ 39 －
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会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 俣 野 朋 子
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 廣 田 拓 爾

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

株式会社テクノスマート
取 締 役 会 　 御 中

仰 星 監 査 法 人
大 阪 事 務 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社テクノスマートの2025年４月１日から
2026年３月31日までの第92期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査報告

会計監査人の監査報告書　謄本
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会計監査報告

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
　当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第92期事業年度における取締役の職務の執行につ
いて監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ
いて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしまし
た。
　① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部

門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要
に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い
たしました。

　② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締
役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

　③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２. 監査の結果
(１) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関

する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について

は、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組
みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役
員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月22日

株式会社テクノスマート 監査等委員会
監 査 等 委 員 青　木　　　透 ㊞
監 査 等 委 員 岡　　　健　治 ㊞
監 査 等 委 員 平　松　亜矢子 ㊞　(注) 監査等委員青木 透、岡 健治及び平松 亜矢子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締

役であります。

監査等委員会の監査報告書　謄本

以　上
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地図

●株主総会会場ご案内図●

会　場　大阪市中央区北久宝寺町三丁目５番12号　御堂筋本町アーバンビル11階
　　　　一般社団法人鐵鋼會館　５・６号会議室　　　電話　06-6227-8221

地下鉄本町

久太郎町３

南久宝寺町３

北久宝寺町３

JRE御堂筋
  ダイワビル

三井住友
銀行

坐摩神社
南御堂
御堂会館

御堂筋本町アーバンビル

1213

阪神高速13号東大阪線
地下鉄中央線
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店
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ＨＯＴＥＬ ＴＯＫＹＵ

大阪御堂筋ビル・
大阪センタービル

〔交通のご案内〕
●地下鉄御堂筋線・中央線「本町」駅から徒歩約２分（12番出口）

※申し訳ございませんが会場に駐車場はございませんので、お車でお越しの方は
　お近くの駐車場をご利用願います。


